
個人情報ファイル管理簿

法第60条
第2項第1
号（電算

ファイルの
有無）

法第60条
第2項第2
号（マニュ
アル処理
ファイル）

個人情報ファイルの種
別

記録情報の経
常的提供先

開示請求等を受
理する組織の名
称及び所在地

訂正及び利用停止
について、他の法律
又はこれに基づく命
令の規定による特
別の手続きが定め

られている場合の当
該法令の名称等

令第20条第
7号に該当
するファイ
ルの有無

備考

行政機関等匿
名加工情報の
提案の募集を
する個人情報
ファイルであ

る旨

行政機関等匿
名加工情報の
提案を受ける
組織の名称及

び所在地

個人情報ファ
イルが法第60
条第3項第２

号ロに該当す
る場合には、
意見書の提出
機会が与えら

れる旨

行政機関等匿
名加工情報の

概要

作成された行
政機関等匿名
加工情報に関
する提案を受
ける組織の名
称及び所在地

作成された行
政機関等匿名
加工情報に関
する提案をす
ることができる

期間

個人情報ファイルの名称
独立行政法人等の名

称

利用に供される事務
をつかさどる組織の名

称
利用目的 記録項目 記録範囲

記録情報の
収集方法

要配慮個人
情報が含ま
れるときは、

その旨

統一認証・統合基盤システム（旧
システムのため、データのみ）

国立大学法人
東京農工大学

総務課情報化推進
室

各種事務用システムの認証・ユーザー管理
を行う

1.個人番号、2.所属、3.役職、4.氏名、5.内線、6.メールアドレス、7.備考、8.兼務所属、9.内部情報、10.異動情報、11.ICカード番号、12.権限情報、13.パスワード 教職員・学生
本人から、
学内転用、
その他

含まない ■ □ 有 該当

総務課
東京都府中
市晴見町3-
8-1

無 - - -

教職員ポータルシステム
国立大学法人
東京農工大学

総務課情報化推進
室

グループウェア機能（スケジュール、メーリン
グリスト、シングルサインオン他）

1.個人番号、2.氏名、3.メールアドレス、4.所属、5.役職、6.内線、7.FAX番号 教職員
本人から、
学内転用、
その他

含まない ■ □ 有 該当

総務課
東京都府中
市晴見町3-
8-1

無 - - -

統合基盤データベース
国立大学法人
東京農工大学

総務課情報化推進
室

各システム間データ連携のベースとして機
能している

1.個人番号、2.氏名、3.生年月日、4.性別、3.メールアドレス、4.所属、5.勤務形態、6.職種、7.役職、8.採用日、9.外線、10.内線、11.FAX番号、13.権限区分、14.学生年次、15.入学年月日、
16.卒業年月日、17.住所、18.連絡先電話番号、19.学生区分、20.留学生区分、21.在学区分、22.入学区分、23.指導教員

教職員・学生
本人から、
学内転用、
その他

含まない ■ □ 有 該当

総務課
東京都府中
市晴見町3-
8-1

無 - - -


